
 

   令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務の事業者選定に係る公募型

プロポーザルの募集公告 

 

 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務の事業者を選定するので、次のとおり

公告する。 

 

  令和８年６月２９日 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

 

・別紙募集要項による。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡  路  市 

令和８年６月 

 

令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

公募型プロポーザル募集要項 
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１ 業務目的 

  淡路市（以下「市」という。）の小学校に設置している遊具等は、小学校施設の建築時に設

置したものであり、その安全領域が確保できておらず、経年劣化も著しい。 

  本業務では、老朽化した小学校の遊具等を取り替えることにより、耐久性と安全性を確保

し児童の身体能力を伸ばし、感性を養うとともに、工事の施工で、地元事業者を活用するこ

とにより、地域経済への波及を図るものである。 

  このことから、民間事業者の優れた技術、知見及びノウハウを生かした提案を受け、これ

らを総合的に評価し事業者を選定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

 (１) 業務名称 

   令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

 (２) 業務内容 

   別紙「令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務仕様書」のとおり 

 (３) 業務場所 

   別紙「令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務仕様書」のとおり 

 (４) 業務期間 

   工事期間 令和９年１月２９日まで 

 (５) 提案上限額 

   業務費総額 ４４，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

   ※ プロポーザルの実施に当たり、本業務の規模を示すためのものであり、契約時の予

定価格を示すものではない。 

 

３ 候補者の選定方法 

 (１) 公募型プロポーザル方式により、提案書、見積書、説明等の内容を審査し、市の予定

する業務の実現に最も適した提案を行った候補者を選定する。 

 (２) プロポーザル方式により事業者を選定するため、次の委員により組織する令和８年度

淡路市立小学校遊具更新業務淡路市プロポーザル候補者選定審議会（以下「選定審議会」

という。）を設置し、委員６人により、総合得点の高い順に最優秀候補者及び優秀候補者の

２事業者を選定する。 

 (３) 選定審議会は非公開とし、委員名は公表しない。 

 

４ 参加形態 

  本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）は、複数の事業者の共同

体（以下「グループ」という。）とし、本プロポーザルへの参加申込時に全構成員を明らかに

して、本業務に係る連帯責任を負うものとし、グループ構成表（様式３）を提出する。 
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  グループの代表者は、市との窓口になり応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続を行い、

それぞれの構成員は連帯して業務遂行の責めを負うものとする。 

  原則として、構成員の途中変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合には、

市と協議を行い、市がこれを認めたときはこの限りではない。 

  また、各構成員が以下の役割を分担するものとする。 

 (１) 調査設計に関する業務 

 (２) 遊具等の撤去及び基礎工事に関する業務 

 (３) 遊具等の製造及び設置に関する業務 

 (４) (１)から(３)までに掲げるもののほか、業務遂行上必要な業務 

   ※１ 各役割は、１事業者でなく、複数者での構成も可とする。 

   ※２ 参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

   ※３ 事業者は、複数の参加者を兼ねることができない。 

 

５ 応募資格 

  次に掲げる要件を全て満たしていること。 

 (１) グループの代表者は、法人格を有し、提案書提出時において、令和８・９年度淡路市

競争入札参加資格者名簿に申請区分「建設工事」、業種（土木一式工事）又は、「物品製造、

役務の提供等」、業種（０３ 教材・遊具類「０３０６ 遊具」）に登録されている者であ

ること。 

 (２) 要項４(２）の工事の役割を担う構成員は、提案書提出時において、令和８・９年度淡

路市入札参加資格名簿に申請区分「建設工事」、希望業種（１０ 土木一式工事）に登録さ

れている市内業者とし、２級土木施工管理技士等の技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係

（参加表明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係））を適正に配置できること。 

(３) 要項４(２）以外の役割を担う構成員の中に、令和８・９年度淡路市入札参加資格名簿

に申請区分「物品製造、役務の提供等」、業種（０３ 教材・遊具類「０３０６ 遊具」）

に提案書提出時に登録されている者を含むこと。 

 (４) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し

ない者であること。 

 (５) 建設業法第２８条第３項又は第５項の規定による、営業停止期間中の者ではないこと。 

 (６) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始

の申立て（同法附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第２条に規定する申立て

を含む。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開

始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始

の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされた者であっても、会

社更生法の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決
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定を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかった

者とみなす。 

 (７) 公募開始日から基本協定締結の日までに淡路市指名停止基準に関する規程（平成１７

年淡路市訓令第２１号）による指名停止の措置を受けていない者であること。 

 (８) 淡路市暴力団排除条例（平成２５年淡路市条例第９号）第２条第１号に定める暴力団、

同条第２号に定める暴力団員及び同条第３号に定める暴力団密接関係者に該当しないこと。 

 (９) 参加表明書の提出時点までに納期限の到来した市税、法人税又は消費税及び地方消費

税（本市に事務所・事業所（店舗等を含む。）を有しない者にあっては、法人税又は消費税

及び地方消費税）を滞納していないこと。 

 (１０) 直前３事業年の経営状況が著しく悪化していないこと。 

 (１１) 参加者と直接的かつ恒常的（３か月以上）な雇用関係にある一般社団法人日本公園

施設業協会認定の「公園施設製品整備技士」、「公園施設点検技士」又はこれと同等以上の

資格を有する者を配置できること。 

 

６ 審査に係るスケジュール 

  プロポーザルに係るスケジュールは、次のとおりとする。 

項目 日程 備考 

プロポーザル募集公告 令和８年 ６月２９日（月）  

第１回質問締切 令和８年 ７月 ６日（月）正午まで  

第１回質問回答 令和８年 ７月１３日（月）  

参加表明書受付期限 令和８年 ７月１７日（金）正午まで  

書類審査 令和８年 ７月２８日（火） ※２ 

審査結果通知 令和８年 ７月２８日（火） ※２ 

提案書提出開始 令和８年 ７月２９日（水）  

提案書提出期限 令和８年 ８月 ７日（金）正午まで  

選定審議会の開催 令和８年 ８月１９日（水）  

選考結果通知 令和８年 ８月２１日（金）  

契約締結 令和８年 ８月２８日（金）  

  ※１ 提案前の現地確認は、協議を経て可とする。 

  ※２ 参加者が６者以上となる場合は、事前に書類審査を行い、客観評価項目に基づき５

者を選定し、審査結果を通知する。 

 

７ 募集内容 

 (１) 募集方法・資料掲載 

   公募型プロポーザルによる募集公告を淡路市ホームページ及び淡路市役所掲示場に掲載



- 4 - 

し募集する。なお、募集要項、仕様書、各種様式等は、募集期間内において、淡路市ホー

ムページに掲載する。 

  ア 掲載期間 本募集公告の日から令和８年７月１７日（金）正午まで 

  イ 掲載資料 

   (ア) 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務公募型プロポーザル募集要項 

   (イ) 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務仕様書 

   (ウ) 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務提出様式 

 (２) 参加表明書の提出書類・提出方法 

  ア 提出期間 本募集公告の日から令和８年７月１７日（金）正午まで 

    月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時まで（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「市の休日」という。）を除く。）とする。 

  イ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着のこと。） 

  ウ 提出書類・部数 

    令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務提出様式のとおり。 

様式番号 書類名 部数 

様式１ 参加表明書 正１部、副１部 

様式２ 誓約書 正１部、副１部 

様式３ グループ構成表 正１部、副１０部 

様式４ 従事者名簿 正１部、副１０部 

様式５ 事業者概要 正１部、副１０部 

 財務諸表（賃借対照表・損益

計算書）（直前３事業年度

分）の写し 

正１部 

 会社概要書又は会社概要の

内容が記載された会社パン

フレット等（写し可） 

正１部 

 淡路市税の納税証明書（市

様式） 

淡路市に納税義務がある場

合は、淡路市税等の税額及

びこれに付随する延滞金等

で未納のものはないこと及

び徴収金につき過去２か年

滞納処分を受けたことのな

いことの証明を提出するこ
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と。 

 ※ 参加者が淡路市外の

事業者であっても、淡

路市内に事務所・事業

所（店舗等を含む。）を

有する場合は提出する

こと。 

 ※ グループで参加する

場合は、全ての構成員

について提出するこ

と。 

 法人税と消費税及び地方消

費税について未納税額のな

い旨の証明書 

 

  エ 提出先 〒６５６－２２９２ 淡路市生穂新島８番地 

    淡路市総務部管財課（入札担当） 

    ＴＥＬ ０７９９－６４－２５４０ 

  オ 発注担当課 〒６５６－２２９２ 淡路市生穂新島８番地 

    淡路市教育委員会教育部教育総務課 

    ＴＥＬ ０７９９－６４－２５３７ 

 (３) 質問書の受付・回答 

  ア 提出期間 本入札公告の日から令和８年７月６日（月）正午まで 

  イ 提出方法 電子メールで提出すること。 

  ウ 提出書類・部数 質問書（様式１４） １部 

  エ 提出先 淡路市総務部管財課（入札担当） 

    電子メールアドレス nyusatsu@city.awaji.lg.jp 

  オ 質問に対する回答 

    質問に対する回答は、令和８年７月１３日（月）までに市のホームページへの掲載に

より行うものとする。 

    なお、質問に対する回答をもって、本募集要項等の補完・追加・修正とする。 

 (４) 提案書の提出書類・提出先 

  ア 提出期間 令和８年７月２９日（水）から同年８月７日（金）正午まで 

    ※ 午前９時から午後５時まで（市の休日を除く。）とする。 

  イ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着のこと。） 

  ウ 提出書類・部数 

    令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務提出様式のとおり。 
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様式番号 書類名 部数 

様式３（写し） グループ構成表 正１部、副１０部 

様式６ 提案書提出届 正１部、副１部 

様式７ 見積書 正１部 

様式８ 見積内訳書 正１部、副１部 

任意様式 小学校毎の内訳書 正１部 

様式９ 提案総括表 正１部、副１０部 

様式１０ 業務実績報告書 正１部、副１０部 

様式１１ 使用遊具提案書 正１部、副１０部 

様式１２ 工事施工提案書 正１部、副１０部 

様式１３ 維持管理提案書 正１部、副１０部 

  エ 提出先 〒６５６－２２９２ 淡路市生穂新島８番地 

    淡路市総務部管財課（入札担当） 

    ＴＥＬ ０７９９－６４－２５４０ 

  オ 発注担当課 〒６５６－２２９２ 淡路市生穂新島８番地 

    淡路市教育委員会教育部教育総務課 

    ＴＥＬ ０７９９－６４－２５３７ 

 

８ 事業者の選定と審査 

 (１) 審査項目、評価基準及び配点 

審査項目 評価基準 配点 

Ⅰ 計画内容 

(１) 計画内容

の魅力等 

ア 年齢や障害の有無、体格、性別に関わらず、みんなが平

等に利用できる遊具となっているか。 
１０ 

イ 児童の身体能力を伸ばすとともに感性を養う遊具を提

案できているか。 
１０ 

ウ 周囲の景観に配慮し、遊具同士の調和が取れた配色・デ

ザインとなっているか。 
１０ 

(２) 取替工事 ア 適切な導入スケジュールであり、施工計画(児童等に対

する安全対策)及び施工体制が充実しているか。 
１０ 

イ 地元事業者※の活用等地域経済へ貢献する提案である

か。 

 ※ 市内に、建設業の許可を受けた主たる営業所（本社・

本店・淡路市内で１０年以上継続して営業実績のある支

店を含む。）を有し、当該事業所が淡路市競争入札参加

１０ 
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資格者名簿に登録されていること。 

(３) 施設の安

全性 

利用者の転倒や転落に対して安全対策が講じられているか。 
１０ 

(４) 維持管理 ア 劣化軽減や耐久性に配慮した部材を採用するなど維持

管理費を抑えられる提案となっているか。 
１０ 

イ 修理や部材交換等が容易で、長寿命化及びメンテナンス

計画が提案されているか。 
１０ 

(５) 独自提案 学校や遊具の魅力が増す独自の積極的な提案となっている

か。 
１０ 

Ⅱ 業務コスト 

業務費総額(税

込み） 

最低見積金額との差額による評価 
５ 

Ⅲ その他 

追加遊具等 必要遊具等以外に独自の積極的な遊具等の追加提案がある

か。 
５ 

合計 １００ 

 (２) 審査実施方法 

   選定審議会において、審査を実施する。 

   審査は、点数化で評価し、価格のみならず、企画力、情報管理等の各要素によって総合

的に行うものとする。ただし、獲得した審査点の合計が６割に満たない場合は、失格とす

る。 

  ア 選定審議会の開催 

   (ア) 開催日  令和８年８月１９日（水） 

   (イ) 実施場所 淡路市役所本庁舎 

   (ウ) 出席者  １参加者につき３人まで 

   (エ) 実施内容 １参加者につき３０分以内 

      （提案説明 １５分以内、質疑応答 １５分以内） 

   (オ) 説明資料 あらかじめ提出した提案書を基に説明すること。 

   (カ) 機材等  パワーポイント等で説明を行う場合に必要なパソコン、プロジェクタ

ー等は、参加者で準備すること。ただし、スクリーン（サイズ：約２．

０ｍ角）、コンセント及び電源は、市が準備する。 

   (キ) 提案順位 提案書の受付順とする。 

   (ク) その他  本プロポーザルへの参加表明をした参加者が、１者の場合であっても

開催する。 

  イ 選考結果 
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    選定審議会は、総合得点の高い順に最優秀候補者と優秀候補者の２者を選定するもの

とする。最高得点者が複数ある場合は、選定審議会の協議により決定するものとする。

選考結果は、書面にて通知するとともに、淡路市ホームページ等で公表する。なお、選

考結果に対する質問及び異議については、一切受け付けない。 

 

９ 参加辞退 

  参加表明書（様式１）提出後、都合により参加を辞退する場合は、選定審議会の日の正午

までに参加辞退書（様式１５）により提出先へ届け出ること。 

 

１０ 提案に要する費用及び提出書類等の取扱い 

  提出書類の取扱いは、次の各号によるものとする。 

 (１) 本プロポーザル参加に要する費用は、参加者の負担とする。 

 (２) 本プロポーザル参加に当たり、参加者に生じた損害等について、市は、一切その責め

を負わない。 

 (３) 市は、提出された提案書及び見積書等（以下「提案書等」という。）は、選定以外の目

的に当該参加者に無断で使用しない（淡路市情報公開条例（平成１７年淡路市条例第１５

号）に基づく公開の場合を除く。）。 

 (４) 提案書等は、淡路市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利

益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象とする。 

 (５) 全ての提案書等は返却しない。 

 (６) 原則として、提出した提案書等の差し替え、修正等は認めない。 

 (７) 提案書等は、選定審議会の事務等に必要な範囲において、複製を作成し、及び使用で

きるものとする。 

 (８) 市が本プロポーザル関連書類作成のために配布した資料等は、市の承諾なく公表し、

又は使用することは認めない。 

 (９) 提案書等の著作権は、市に帰属することとする。ただし、市と契約を締結しなかった

参加者の提案書等の著作権は、参加者に帰属するものとする。 

 (１０) 提案書等が次のいずれかに該当するときは、受理しない。 

  ア 提出期日及び提出方法に合致しないもの 

  イ 本募集要項の作成方法等に合致しないもの 

  ウ 記載すべき事項が記載されていないもの 

 

１１ 契約締結 

 (１) 本契約は、淡路市契約規則（平成１７年淡路市規則第４９号）及び淡路市契約からの

暴力団等の排除に関する要綱（平成２５年淡路市告示第５２号）の規定に基づき、手続を

行うこととする。 
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 (２) 運用開始日までの準備に係る経費は、受注者が負担する。 

 

１２ 失格事由 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(１) 提案書等に故意による虚偽の記載があった場合 

(２) 提案書等の内容が仕様書の仕様を満たさない場合 

 (３) 提案に当たり、著しく信義に反する行為があった場合 

 (４) 審査の公平性を害する行為があった場合 

 (５) 要項５の応募資格の要件を満たさなくなった場合 

 

１３ 業務実施に関する事項 

 (１) 誠実な業務遂行 

  ア 受注者は、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務遂行

する。 

  イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、市と受注者の両者で誠意をもって協議す

ることとする。 

 (２) 市と事業者との責任分担 

  ア 基本的な考え 

    提案が達成しないことによる損失は、原則として、受注者が負担する。ただし、天災

や経済状況・運営状況の大幅な変動など、受注者の責めに帰さない合理的な理由がある

場合は別途協議を行うものとする。 

  イ 予測されるリスクと責任分担 

    市と受注者の責任分担は、原則として次項の「表：予想されるリスクと責任分担」（以

下｢分担表｣という。）によることとし、受注者は負担すべきリスクを想定した上で提案を

行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議の上対

応するものとする。 

  ウ 契約の締結が困難となった場合における措置 

    最優秀候補者が詳細協議実施後、契約の締結が困難になった場合は、協議を打ち切り、

次点の優秀候補者と交渉するものとする。この場合、本件に要した費用は最優秀候補者

の負担とする。 

【表：予想されるリスクと責任分担】 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 受注者 

共
通 

募集要項の

誤り 

募集要項の記載事項に重大な誤りがあるもの 
〇  
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安全性の確

保 

業務遂行に伴う施設、利用者等への安全性の確

保 
 〇 

環境の保全 業務遂行に伴う騒音、振動等環境への影響  〇 

制度変更 

 

税制の変更 〇  

法令、許認可の変更 〇 〇 

業務の中止・

延期 

市の指示によるもの 〇  

受注者の業務放棄、破綻によるもの  〇 

設
計
・
計
画 

不可抗力 天災等による設計変更、中止、延期 〇 〇 

物価変動 急激なインフレ・デフレなど物価変動による計

画の見直し 
〇 〇 

計画変更 市の指示によるもの 〇  

受注者の指示、判断の不備によるもの  〇 

応募コスト 業務の応募に係る費用  〇 

工
事
・
施
工 

第三者賠償 工事・施工時における第三者への損害賠償  〇 

不可抗力 天災等による設計変更、中止、延期 〇 〇 

物価変動 急激なインフレ・デフレなどの物価変動による

工事の見直し 
〇 〇 

設計変更 市の指示によるもの 〇  

受注者の調査不足、判断の不備によるもの  〇 

工事遅延・未

完工 

市の責めによる引渡しの遅延 〇  

受注者の責めによる遅延  〇 

工事費増額 施工段階における市からの指示、要望によるも

の 
〇  

受注者の判断によるもの  〇 

性能 遊具等の製品不良、工事・施工不良による要求

仕様不適合 
 〇 

一時的損害 引渡し前に工事目的物及び既設建物、設備に生

じた損害 
 〇 

用地確保 資材置き場、休憩所の確保  〇 

支
払 

金利変動 市中金利の変動  〇 

支払遅延・不

能 

市の責めによる支払いの遅延、不能によるもの 
〇  

維
持
管
理 

遊具等の不

具合 

契約対象となる遊具等が所定の性能を有しな

い場合 
 〇 

遊具等の不具合が、遊具等の製品不良、工事・  〇 
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施工不良によるもの 

遊具等の不具合が、故意又は過失による損害以

外の地震・噴火・津波等による被害などの「不

可抗力」によるもの 

〇  

遊具等の不具合が、「上記以外」によるもの 〇 〇 

保

証 

性能 遊具等の不具合及び工事・施工の不具合等によ

る要求仕様不適合 
 〇 

契約期間内の要求仕様不適合に伴う施設への

損害及び本市の運営、業務への障害 
 〇 

 

１４ その他 

 (１) 本プロポーザル参加に当たり、参加者は、本業務により知り得た個人情報及び資料そ

の他守秘すべき情報を他に漏らしてはならない。 

 (２) 公正なプロポーザルを確保できないと市が判断した場合は、本プロポーザルを中止す

ることがある。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淡 路 市 

令和８年６月 

令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

仕 様 書 
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 本仕様書は、淡路市（以下「市」という。）が発注する淡路市立小学校遊具更新業務（以

下「業務」という。）の契約内容について必要な事項を示し、受注業者（以下「受注者」と

いう。）の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

１ 業務名 

 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

 

２ 業務の目的 

  老朽化した小学校の遊具等を取り替えることにより、耐久性と安全性を確保し児童の

身体能力を伸ばし、感性を養うとともに、工事の施工で、地元事業者を活用することによ

り、地域経済への波及を図ることを目的とする。 

 

３ 業務内容 

 (１) 調査設計に関する業務 

 (２) 遊具等の撤去及び基礎工事に関する業務 

 (３) 遊具等の製造及び設置に関する業務 

 (４) (１)から(３)までに掲げるもののほか、業務遂行上必要な業務 

 

４ 業務期間 

 対象設備導入工事期間：契約締結日から令和９年１月２９日まで 

 

５ 対象施設及び必要遊具 

 (１) 対象施設 

№ 対象施設 住所 児童数（人） 

（令和８年５月１日現在） 

１ 塩田小学校 淡路市塩尾４３０番地２ ５１ 

２ 志筑小学校 淡路市志筑１５７８番地 ３６６ 

３ 中田小学校 淡路市中田４３９０番地 ７０ 

４ 大町小学校 淡路市大町上４６１番地２ ７３ 

 (２) 必要遊具等 

    別紙３「必要遊具等」のとおり 

    また、別紙３「必要遊具等」記載の遊具が、取扱い製品に無い場合は、鉄棒を除き

同等の規模で同じ要素のある遊具に変更して提案することができる。 

 (３) 追加遊具等 

    別紙３「必要遊具等」に記載の無い遊具等についても、業務費総額内で施工可能な



- 2 - 

 

ものについて、独自に提案に追加することができる。 

 (４) 既存遊具の撤去 

    ７(６)を除き、原則として、既存の遊具（志筑小の藤棚を含む。）は全て撤去する。 

 

６ 遊具等の仕様 

 (１) 材質は、腐食しにくく、耐久性に優れたライフサイクルコストを考慮したものとす

る。 

 (２) 維持管理業務がしやすいよう、部材の交換・修繕が容易な構造であること。また、

交換部品の調達の容易性を考慮すること。 

 (３) 一般社団法人日本公園施設業協会の｢公園施設賠償保険制度｣と同等の保険に加入

していること。 

 (４) 「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（令和６年６月国土交通省）及

び「遊具の安全に関する規準（ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０２４）」（２０２４年４月一般

社団法人日本公園施設業協会）に準拠すること。 

 

７ 遊具等の既設撤去及び新設工事の仕様 

 (１) 契約後、速やかに施工計画（工程表、安全管理など）を作成し、市と協議する。 

 (２) 施工する業者は、要項４(２）の業務を行う者とする。 

 (３) 施工日時は、各施設の運営を加味し、行事等に支障が生じないよう、市、学校関係

者、施設管理者等と密に調整を図った上、施工する。 

 (４) 事前に現地調査等を十分に行った上で、別紙３「必要遊具等」に記載のある遊具を

すべて設置できない場合には、速やかに市へ報告し、提案内容の変更を協議する。 

 (５) 受注者は、契約後、速やかに遊具設置の実施設計を完了させ、その内容について市

の確認を得た上で制作・施工にとりかかること。 

 (６) 運動場の遊具配置に当たって、以下に記載している既存工作物については残置と

する。 

№ 対象施設 残置工作物 

１ 塩田小学校 タイヤ、一輪車用手すり 

２ 志筑小学校 無し 

３ 中田小学校 無し 

４ 大町小学校 砂場、サッカーゴール 

 (７) 施工に使用する雑材は全て新品とする。 

 (８) 施工に当たっての安全管理については、市と打合せを行い、受注者の負担で安全確

保に必要な措置を講じ、取替作業により生じた施設設備等への不具合や事故について

は、受注者の負担により対処する。 

 (９) 施工において発生する軽微な工事、補修等は、受注者の負担で実施する。 
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 (１０) 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に市と調整する。 

 (１１) 搬出入経路、作業車、運搬車等の車両の駐停車場所、資材置場、荷捌き場等の市

敷地内における必要な場所の確保については、事前に市と調整する。 

 (１２) 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行い、作業終了後に清掃等を行

う。 

 (１３) 作業完了後、完成図書（完成図、写真等）を市に提出する。 

 (１４) 撤去した遊具等の取扱については、関係法令を遵守し受注者で処分するものと

し、廃棄物マニフェスト等を提出する。 

 (１５) 建設発生土の処分に当たっては、兵庫県土木部の「建設副産物の処理ならびに受

入価格」に掲載されている登録施設にて行うこと。 

 (１６) 本仕様書に記載しない事項については、兵庫県県土整備部「土木工事共通仕様書

（最新版）」等関係するその他の諸法令、規則及び条例に準拠する。 

 (１７) 本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、市と協議する。 

 

８ 地元事業者の活用 

  既存遊具の撤去、遊具等の新設工事において、地元事業者の活用を優先的に行い、地域

への経済波及効果に資するよう配慮する。 

 

９ その他 

 (１) 本業務における安全・衛生対策については、関係法令を遵守し、作業の安全性及び

環境に配慮しなければならない。 

 (２) 契約完了後２年間（木を使った場合は木部の腐朽に関するものは５年間）、通常の

使用にもかかわらず、部材・部品の欠陥、あるいは設計製作上の不備により故障した場

合は無償で修理及び取替を行うこと。 

 (３) 本仕様書に定めのない事項については、市、受注者双方の協議の上、決定する。 

 

１０ 参考資料 

 (１) 別紙１ 位置図 

 (２) 別紙２ 既存配置図 

 (３) 別紙３ 必要遊具等 
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必要遊具確認表 別紙３
学校名：塩田小学校

遊具名 摘要 数量 単位 備考

２連ブランコ H2500程度 1 基 ２人用（安全柵含む）

４連ブランコ H2500程度 1 基 ４人用（安全柵含む）

すべり台 滑り面4300程度 1 基

ろくぼく 1 基

低鉄棒（高さ５段階） 2 基
①0.7ｍ×2、0.8ｍ×2、0.9ｍ×1、
②0.9ｍ×2、1ｍ×2、1.1ｍ×1

のぼり棒 H2800程度 1 基

うんてい H2200程度 1 基

シーソー 1 基

砂場（踏切板も） 1 ヶ所

サッカーゴール 1 組 小

１　本校には運動場以外に運動公園があり、遊具のほとんどが公園のほうにあります。

　　（運動場）と書いた遊具は、運動場にあります。

2　鉄棒については、現状のように２つに分けて２基で設置してください。



必要遊具確認表

学校名：志筑小学校

遊具名 摘要 数量 単位 備考

２連ブランコ H2500程度 1 基 ２人用（安全柵含む）

４連ブランコ H2500程度 1 基 ４人用（安全柵含む）

すべり台 滑り面4300程度 1 基

低鉄棒（高さ３段階） 4 基 １基で0.9ｍ、1.1ｍ、1.3ｍが各１ヶ所

のぼり棒 H2800程度 1 基

うんてい H2200程度 1 基

既設砂場 1 ヶ所 砂の入替

サッカーゴール 2 組 大、小　１つずつ

バスケットゴール 1 組



必要遊具確認表

学校名：中田小学校

遊具名 摘要 数量 単位 備考

４連ブランコ H2500程度 1 基 ４人用（安全柵含む）

すべり台 滑り面4300程度 1 基

ジャングルジム H2500W2500D2500程度 1 基

低鉄棒（高さ３段階） 2 基 １基で0.9ｍ、1.1ｍ、1.3ｍが各１ヶ所

のぼり棒 H2800程度 1 基

うんてい H2200程度 1 基

既設砂場 1 ヶ所 砂の入替　踏切板の入替

サッカーゴール 1 組



必要遊具確認表

学校名：　　大町小学校

遊具名 摘要 数量 単位 備考

４連ブランコ H2500程度 1 基 ４人用（安全柵含む）

すべり台 滑り面4300程度 1 基

ジャングルジム H2500W2500D2500程度 1 基

低鉄棒（高さ３段階） 1 基 １基で0.9ｍ、1.1ｍ、1.3ｍが各１ヶ所

高鉄棒（高さ２段階） 1 基 １基で1.8ｍ、2.0ｍが各２ヶ所

うんてい H2200程度 1 基

その他 1 ヶ所 一輪車練習用平行棒

複合型希望



 

位 置 図 
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別紙 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淡 路 市 

令和８年６月  

令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

提出様式 



 様式リスト 

使用

時期 
様式番号 書 類 名 部数 

参

加

表

明 

様式１ 参加表明書 正１部、副１部 

様式２ 誓約書 正１部、副１部 

様式３ グループ構成表 正１部、副１０部 

様式４ 従事者名簿 正１部、副１０部 

様式５ 事業者概要 正１部、副１０部 

提

案

共

通 

様式６ 提案書提出届 正１部、副１部 

様式７ 見積書 正１部 

様式８ 見積内訳書 正１部、副１部 

任意様式 各小学校遊具毎の内訳書（撤去費含む） 正１部 

様式９ 提案総括表 正１部、副１０部 

様式１０ 業務実績報告書 正１部、副１０部 

様式１１ 使用機器提案書 正１部、副１０部 

様式１２ 工事施工提案書 正１部、副１０部 

様式１３ 維持管理提案書 正１部、副１０部 

そ

の

他 

様式１４ 質問書 

様式１５ 参加辞退届 

 参考）提出書類の体裁について（サイズはＡ４版とする） 

    参加表明書・提案書ともに、必要な様式をフラットファイル１冊にまとめたものを

１部とする。 

 

 １ 通し番号 

   提案書本文の各ページ下部中央に通し番号を入れること。 

    （文字の大きさ：ＭＳ明朝体１０．５ポイント） 

 ２ 本文 

   字数は、４０行×４０文字程度 



    （文字の大きさ：ＭＳ明朝体１０．５ポイント） 

（様式１） 
  年  月  日 

淡 路 市 長 様 
 
                  所在地 
 
                  電話番号 

                  商号又は名称 
 
                  代表者職氏名 
 
                  （担当者） 
                   部署名 
                   氏 名 
                   E-mail 
 

参 加 表 明 書 

 
 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務公募型プロポーザルについて、下

記のとおり、関係書類を添えて参加を表明します。なお、この参加表明書及び添

付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 
 

記 
 
  【提出書類】 
    ① 誓約書                 （様式２） 
    ② グループ構成表             （様式３） 
    ③ 従事者名簿               （様式４） 
    ④ 会社概要、定款及び会社沿革 
    ⑤ 事業者概要               （様式５） 
    ⑥ 財務諸表（賃借対照表・損益計算書）（直前３事業年度分）の写し 
    ⑦ 会社概要書（様式第３－６）又は会社概要書の内容が記載された会

社パンフレット等（写し可） 



    ⑧ 淡路市税の納税証明書（市様式） 
    ⑨ 法人税と消費税及び地方消費税について未納税額のない旨の証明

書 
    ⑩ その他市が必要と認める書類 
 
  



（様式２） 
  年  月  日 

淡 路 市 長 様 
 
                  所在地 
 
                  電話番号 
 
                  商号又は名称 
 
                  代表者職氏名 

 

誓 約 書 

 
 当方は、次のことを誓約します。 
 なお、資格の確認のために、淡路市に公簿等を確認することに承諾します。 
 また、この誓約が虚偽であったこと又はこの誓約に反したことにより、当方が

不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 
 
 
１ 「令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 公募型プロポーザル募集要

項」に定める参加資格の要件を全て満たしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

㊞ 



（様式３） 
  年  月  日 

 
 淡路市長 様 
 

グ ル ー プ 構 成 表 
 
令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務募集要項に基づく選定の参加に関

しまして、以下の構成員で申請します。 
 
代表者： 
  所 在 地 
  商号又は名称 
  代表者氏名 
  電話番号 
  担当役割［                           ］ 
 
その他企業グループ構成員： 
  所 在 地 
  商号又は名称 
  代表者氏名 
  電話番号 
  担当役割［                           ］ 
 
  所 在 地 
  商号又は名称 
  代表者氏名 
  電話番号 
  担当役割［                           ］ 
  
（注）１ 参加者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担（設計、施

工、維持管理等）を記載してください。 
   ２ グループで参加の場合は、グループの代表企業名を記載してくださ

い。 
   ３ 欄が不足の場合は、次ページに追加記載してください。 



（様式４） 

従事者名簿 

担当する 
業務分野 氏名 所属・役職等 勤続

年数 
主な実績 
資格 

主担当者 

履行管理 
市との連絡等     

担当者 

調査設計に係る業務 

 

   

遊具等の撤去及び基

礎工事に関する業務 

 

   

遊具等の製造及び設

置に関する業務     

その他     

※ 記入欄が不足する場合は、挿入してください。 
※ 事業者の担当者も含めて記入してください。  



（様式５） 

事 業 者 概 要 

商号又は名称  

代表者職氏名  

所在地  

設立年月日  資本金  

参加事業者名/代表者名  

参加事業者所在地  

参加事業者電話番号  参加事業者FAX番号  

主な事業活動 
（沿革等）  

主な実績  

  



（様式６） 
  年  月  日 

淡 路 市 長 様 
 
                  所在地 
 
                  電話番号 
 
                  商号又は名称 
 
                  代表者職氏名 
 
                  （担当者） 
                   部署名 
                   氏 名 
                   E-mail 

 

提 案 書 提 出 届 

 
 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務公募型プロポーザルについて、下

記のとおり、関係書類を添えて提案書を提出します。 
 

記 
 
  【提出書類】 
    ① グループ構成表（様式３）写し 
    ② 見積書、見積内訳書（様式７、８） 
    ③ 各小学校遊具毎の内訳書（撤去費含む）（（任意様式） 
    ③ 提案総括表（様式第９号） 
    ④ 業務実績報告書（様式第１０号） 
    ⑤ 使用遊具提案書（様式第１１号） 
    ⑥ 工事施工提案書（様式第１２号） 
    ⑦ 維持管理提案書（様式第１３号） 
    ⑧ その他市が必要と認める書類 
 



（様式７） 
  年  月  日 

淡 路 市 長 様 
                  所在地 
 
                  商号又は名称 
 
                  代表者職氏名          ㊞ 
 

見 積 書 

 
令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務について、下記のとおり見積もりし

ます。 
 

（単位：円） 

業務名 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

見積金額 

（税込） 
          

 

該当する方

に○を記入 
課税事業者  ・  免税事業者 

 
【備考】 
 見積書提出時の注意事項 
 ① 見積金額は、月額、年額の金額ではなく、総額の費用を記載すること。 
 ② 消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか、免税事業者であ

るかを問わず、消費税及び地方消費税に相当する額を含めた金額を記載す

ること。 
 ③ 記載された見積金額が訂正されてなく、誤字、脱字、鉛筆書き等のことな

く、内容が分明であり、金額は、アラビア数字を用いて記載すること。 
  



（様式８） 
  年  月  日 

 
令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務 

見積内訳書 
 

見積金額 ￥            －（税込） 
【内訳】                               （単位：円） 
№ 施設名 遊具種類 数量 単位 単価 金額 備考 

A 直接工事費       

１ 塩田小学校       

        

２ 志筑小学校       

        

３ 中田小学校       

        

４ 大町小学校       

        

B 共通仮設費  1 式    

C 純工事費  1 式   A＋B 

D 現場管理費  1 式    

E 工事原価  1 式   C＋D 

F 一般管理費  1 式    

G 工事価格  1 式   E＋F 

※ 法定福利費  1 式   Gに含む 

H 消費税等相当額      G×0.1 

I 請負代金額（消費税等相当額込）      G＋H 

【備考】。 
  ① 記載された金額が訂正されていないこと。誤字、脱字、鉛筆書き等のことなく、内容が分明であること。金額は、アラビア数字を用いて記載するこ

と。 
  ② 必要に応じて、各施設の内訳書の提出を求める場合がある。



（様式９） 
 

提 案 総 括 表 
 
提案の概要 
 
 全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること（提案の全

体像がわかるもの。）。 
 
 

 

 

 

 

  



（様式１０） 

 

業務実績報告書 
 

（事業者名：           ） 

№ 年 度 発注者 業務名及び業務概略 契約金額 履 行 期 間 

例 2020 ○○市 

業務名：〇〇〇遊具等更新事業 

概略：〇〇市〇〇外１０施設遊具

新設 

設置数：総数〇〇台 

○○,○○○ 

    千円 

2020/8/1 ～ 

2025/7/31 

１      

２      

３      

４      

５      

※ 過去に実施した公共施設やその他の施設の遊具等の導入業務の実績を記入すること。

（直近の実績５件まで） 

  



 

（様式１１） 

 

 

使用遊具提案書 
 

使用する遊具等の仕様の詳細説明、当該遊具等に関する耐久性等数値的根拠について記

載すること。信頼性、性能、明るさ空間の質、初期設定、運用改善等に関する有効な提案

を記載すること。 

 

 

(注)Ａ４判とし図表の記載も可とする。遊具等の仕様書・図面等を添付すること。 

 



（様式１２） 

 

工事施工提案書 
 

工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、及び品

質管理、工事完了期限に関する内容を記載すること。また、既存設備撤去後の処理方法に

ついて記載すること。 

 

 

(注)Ａ４判とし図表の記載も可とする。 

 



（様式１３） 

 

維持管理提案書 
 

 不具合等に早急に対応できる体制について、記載すること。 

 サービス水準向上や付加価値向上のための提案について、記載すること。 

 

 

（注）A4 判とし図表の記載も可とする。 

  



 

（様式１４） 

  年  月  日 
淡 路 市 長 様 
 
                  所在地 
 
                  代表者職氏名 
 

質 問 書 
 
 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務公募型プロポーザルについて、次の事項を質

問します。 
 

No 資料名 
ページ数

及び行数 
質問事項及び質問内容 

    

    

    

 
 

担当者

連絡先 

氏名  担当部署・役職  

電話番号  FAX 番号  

E-mail  その他  

 
※用紙が不足する場合は、複写して使用してください。 
  



（様式１５） 

  年  月  日 
 
 
淡 路 市 長 様 
 
 
                  所在地 
 
                  電話番号 
 
                  商号又は名称 
 
                  代表者職氏名 
 
                  （担当者） 
                   部署名 
                   氏 名 
 

参 加 辞 退 書 
 
 令和８年度 淡路市立小学校遊具更新業務公募型プロポーザルについて、参加表明書・

企画提案書等を提出しましたが、都合により公募型プロポーザルへの参加を辞退します。 
 


